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みらいエコ住宅 2026 事業 交付決定通知書 

 

                  殿 

 

みらいエコ住宅 2026 事業事務局 

 

 申請されたみらいエコ住宅 2026 事業は、本事業の交付規程及び交付申請の手引き等に基づき、下記の

とおり交付することを決定したので、通知します。 

 

記 

 

１．補助金の交付対象となる事業及び内容は以下の補助金交付申請書のとおりとする。 

交 付 申 請 日 令和 8 年 〇月 △△日 

補 助 金 みらいエコ住宅 2026 事業補助金（国交省） 

交 付 申 請 番 号 XXXXXXXXXX 

担 当 者 氏 名 住宅みらい 

申 請 タ イ プ 注文住宅の新築 

共 同 事 業 者 みらい太郎 

住 宅 の 所 在 地 〒200-XXXX 

東京都渋谷区〇〇町 9-9-9 

引 渡 （ 予 定 ） 日 令和 8 年△月〇〇日 

 

２．「１．」の交付申請に基づく補助金の交付決定額は以下のとおり決定する。 

交 付 決 定 日 令和 8 年〇月△△日 

交 付 決 定 額 350,000 円 

交 付 の 条 件 ・令和 9 年 1 月 31 日までに、一定以上の出来高の工事を完了

し、その旨を報告すること（完了報告の提出でも可） 

・手引き等に定める完了報告期限までに、住宅の引渡し及び共

同事業者の入居について、完了報告を行うこと 

補 助 金 支 払 （ 予 定 ） 日 令和 8 年□月△△日 

取 下 期 日* 令和 8 年□月〇〇日 

*当該通知に係る補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に不服がある場合の、申請の取り下げ期日 

 

３．補助金の交付を受けた者は、本事業の交付規程及び交付申請の手引き等に基づいた適正な手

続き、並びに補助金交付を受けた財産の適切な管理を行わなければならない。 

 以上 

【注意事項】 ・事業の遅延、取り下げは、事務局に連絡の上、その指示に従うこと。 

 ・本通知の内容は共同事業者にも通知されます。 

 ・印字することのできない一部の人名漢字等を、常用漢字もしくはひらがなに 

置きかえている場合があります。 

交付決定番号 XXXXXXXXXX 

本紙は、みらいエコ住宅 2026事業 交付決定通知書のサンプルです。 

実際の交付決定通知書は、事務局が提供するシステム上で作成されるため、独自に加工・作成したものは一切利用できません。 

株式会社みらいエコ住宅 


